
カトリック大阪大司教区

活動案内
2019~2020

諸宗教活動

お問い合わせ・情報

2019年4月13日 (土）
訪問　お寺
講話　仏教について

2019年５月17日（金）
講話　諸宗教対話について
カトリック教会の教え（第２部）

2019年6月15日（土）
諸宗教巡回・対話と祈り 

2019年10月5日（土）
訪問・新宗教

2019年11月1日（金）
講話　神道について

2019年12月7日（土）
シンポジウム・対話

2020年1月18日 (土）
訪問　神社

2020年2月14日（金）
講話　新宗教について

諸宗教対話委員会

2019年1月11月 （金）
訪問・神社
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諸宗教対話委員会

カトリック大阪大司教区 本部事務局

委員長　ビビアーノ・ロッコ神父

ird-ecm@osaka.catholic.jp

カトリック大阪諸宗教対話委員会

〒540-0004 大阪府大阪市中央区玉造2-24-22

www.osaka.catholic.jp

06-6946-3102 06-6946-1345
@
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注
意
　
本
予
定
表
は
、状
況
に
よ
っ
て
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。最
新
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
、ご
確
認
く
だ
さ
る
よ

注
意
　
本
予
定
表
は
、状
況
に
よ
っ
て
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。最
新
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
、ご
確
認
く
だ
さ
る
よ

注
意

体験

勉強

勉強

勉強

宗教
対話

宗教
対話



教会の教え 諸宗教対話委員会 委員会の活動

諸宗教対話委員会の活動

諸宗教対話員会は以下のような司牧活動を備え
ている。

 ❖ カトリック信者（聖職者、修道者、一般信徒）の
養成：他の宗教と 諸宗教間の対話に関する
講義やセミナーなどの開催。
 ❖ 他宗教の特殊祭事（例：正月や花祭り）の場合
に、他宗教の信徒へ教皇庁諸宗教評議会の
メッセージを届ける。
 ❖ 他宗教の信者と祈りを共有できる行事と諸宗
教間イベントの主催。
 ❖ 小教区に向けた諸宗教対話に関する資料の
作成。

他宗教の価値

第二バチカン公会議に教えられている通り、「カト
リック教会は、これらの宗教の中にある真実にして
神聖なものを何も拒絶することはない」、それゆえ、
「教会は自分の子らに次のことを奨励する。すなわ
ち、キリスト教の信仰と生活をあかししつつ、賢明に
愛をもって他の諸宗教の信奉者たちと対話し協力
することによって、彼らのもとに見いだされる霊的、
道徳的な富や社会的・文化的な諸価値を認識し保
持し促進することである」。『教会と宗教の宣言２』
したがって、諸宗教対話は、教会の使命の不可

欠な要素である『贖い主の使命 55; 対話と宣言 38』。
キリストの福音宣言と共に、諸宗教対話は教会の使
命の正しく必要な方法である。『対話と宣言 ２; 77』

諸宗教対話委員会の目標

 ❖ 大阪大司教区内で、カトリック信者と他宗教の
信者との間の敬意、相互理解、協力を促進する
こと。
 ❖ 大阪大司教区の聖職者、修道者、全ての信者の
ために、諸宗教対話に関するカトリックの教え
と姿勢を学び深める機会を提供すること。
 ❖ 大阪大司教区内に存在する諸宗教の知識を深
めるようにカトリック信者の意欲を引き出すこ
と。
 ❖ 他宗教の信者と敬意を込めて友好的で建設的
な関係を保ちながら、信仰を持って快適に生活
を送らせるようにするために、多様な宗教を持
つ社会の中で生きる カトリック信者をサポート
すること。
 ❖ 小教区で特に諸宗教対話奉仕者向けの養成の
機会を提供すること。

諸宗教対話の目的

諸宗教対話は「ただ相互理解や友情関係」を目指す
のではないが、精神の深いレベルに達する時に、「
その場合の交換と分かち合いは、相互に自分の信
仰をあかしし、それぞれの参加者の宗教的確信をと
もに探求することを意味する」『対話と宣言 40』。
それとともに、諸宗教対話を通して、キリスト教

徒や他の信者は、「自分の宗教心を深め、神の呼び
かけ」に「忠実に答えるように召されている」。しか
し、諸宗教対話の究極の目的は、「神に向かって皆が
より深く回心する」ことである。 『対話と宣言 40-41』

諸宗教対話委員会

カトリック大阪大司教区の機関で、宗教間の問題に
関して大司教の司牧責任を助けるために存在する。


